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広 報 資 料
平成21年２月19日
警 察 庁

平成20年中のいわゆる出会い系サイトに関係した事件の検挙状況について

１ 出会い系サイトに関係した事件の検挙件数等
○ 平成20年中のいわゆる出会い系サイトに関係した事件として警察庁に報
告のあった件数は1,592件で、前年と比べて161件(9.2％)減少した。[１頁]

○ 出会い系サイトを利用して犯罪被害にあった児童は724人で、前年と
比べて376人(34.2％)減少した。 [２頁]
(注) 出会い系サイト以外のサイトを利用して犯罪（児童買春・児童ポルノ法違反、青少年保護育成

条例違反、児童福祉法違反及び重要犯罪）の被害にあった児童は792人。 [７頁]

２ 主な特徴
○ 検挙件数1,592件のうち、児童買春・児童ポルノ法違反が601件（児童買春
531件、児童ポルノ70件）と最も多く、検挙全体の37.8％を占める。[１頁]

○ 出会い系サイトへのアクセス手段として携帯電話を使用した被害児童
は、724人のうち714人で98.6%を占める。 [２頁]

３ 出会い系サイト規制法違反の検挙件数等
○ 禁止誘引行為

平成20年中の検挙件数は367件(前年比+245件)であり、このうち、児童に
よる誘引は119件（前年比＋58件)。 [４頁]
○ 事業者に対する行政処分

行政処分はなかったが、法第10条（児童の利用の禁止の明示等）又は
第11条（児童でないことの確認）の措置義務に違反していると認められ
た38サイトの事業者に対し警告を行った。 [４頁]

４ 今後の対策
○ 改正出会い系サイト規制法の適正な運用。
○ 児童の利用防止等に関する広報啓発活動の推進。
○ 関係省庁等と連携したフィルタリングの普及啓発活動の強化。
○ 禁止誘引行為の早期発見、検挙及び削除。
○ 出会い系サイト以外のサイトで児童被害が相当程度発生しているサイ
ト事業者に自主規制を講じるよう指導を継続。

検挙件数
【凡例】 被害者数

（うち児童数)
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出会い系サイトに関係した事件の検挙状況等

１ 検挙件数の年別推移
（件）

※ 対象は、いわゆる出会い系サイトが関係した事件として警察庁に報告のあ

ったもの。

児 童 買 春 745 654 775 679 531 -148 -21.8%

児 童 ポ ル ノ 23 53 104 81 70 -11 -13.6%

小 計 768 707 879 760 601 -159 -20.9%

377 460 534 440 302 -138 -31.4%

87 71 103 77 72 -5 -6.5%

31 18 47 122 367 +245 +200.8%

2 2 3 0 2 +2 －

28 37 22 21 20 -1 -4.8%

1 0 0 0 0 ±0 －

54 42 47 43 24 -19 -44.2%

3 1 3 1 1 ±0 －

7 16 16 15 7 -8 -53.3%

95 98 91 80 54 -26 -32.5%

1 2 3 3 1 -2 －

10 7 11 10 3 -7 -70.0%

7 4 5 3 4 +1 +33.3%

40 59 30 37 29 -8 -21.6%

58 72 49 53 37 -16 -30.2%

44 44 26 30 32 +2 +6.7%

51 39 90 98 42 -56 -57.1%

71 72 96 93 85 -8 -8.6%

166 155 212 221 159 -62 -28.1%

1,582 1,581 1,915 1,753 1,592 -161 -9.2%

％Ｈ１９ Ｈ２０Ｈ１７ Ｈ１８ 増減

児 童 買 春 ・
児 童 ポ ル ノ
規 制 法 違 反

粗
暴
犯

小 計

罪　　　　　　　　　名

恐 喝

暴 行

傷 害

脅 迫

強 盗

放 火

Ｈ１６

小 計

出会い系サイ ト規制法違反

重
要
犯
罪

略 取 誘 拐

強 制 わ い せ つ

強 姦

青少年保護育成条例 違反

児 童 福 祉 法 違 反

殺 人

合 計

そ
の
他

窃 盗

詐 欺

そ の 他

小 計
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２ 被害者の年齢・性別
（人）

※「児童」とは、18歳未満の者をいう。
※（ ）は、「被害者数」に対する割合。

３ 被害者（被害児童）の出会い系サイトへのアクセス手段
（人）

４ 被害者のうち小学生・中学生・高校生の数

（人）

※「高校生」には、児童ではない者（18歳）を含む。
※（ ）は、前年比。

携帯電話 1,239 (96.1%) 1,216 (96.0%) 1,339 (96.5%) 1,256 (96.8%) 841 (98.7%)

パソコン 50 (3.9%) 51 (4.0%) 48 (3.5%) 41 (3.2%) 11 (1.3%)

携帯電話 1,046 (96.4%) 1,023 (96.4%) 1,114 (96.6%) 1,062 (96.5%) 714 (98.6%)

パソコン 39 (3.6%) 38 (3.6%) 39 (3.4%) 38 (3.5%) 10 (1.4%)

H16 H17 H19

1,2971,289 1,267 1 ,387

H18

　うち児童

H20

852

7241 ,153 1,1001,085 1,061

　被害者数

2 (±0) 211 (-100) 328 (-207) 541 (-307)

女性 2 (±0) 211 (-100) 326 (-208) 539 (-308)

男性 0 (±0) 0 (±0) 2 (+1) 2 (+1)

計

計

小学生 中学生 高校生

うち女性 1,194 (93%) 1,163 (92%) 1,307 (94%) 1,223 (94.3%) 790 (92.7%)

1,085 (84%) 1,061 (84%) 1,153 (83%) 1,100 (84.8%) 724 (85.0%)

うち女性

204 (16%) 206 (16%) 234 (17%) 197 (15.2%) 128 (15.0%)

うち女性

H20

852

1,052 1,149

H18 H19

1,387 1,2971,267

H17

111 126 70

7201,097

158

　児　　童

18歳以上

　被害者数 1,289

1,076

H16

118
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５ 罪種・年齢別被害者数
(人）

○ 総被害者数のうち、女性が92.7%（H19～94.3%）を占める。

○ 女性被害者のうち、児童が91.1%（H19～89.7%）を占める。
○ 女子児童被害者のうち、児童買春及び青少年保護育成条例違反の被害者

が、82.4%（H19～86.1%）を占める。
○ 女性成人被害者は、詐欺(24人)、強盗( 4人)、窃盗( 4人)、恐喝( 3人)

と、財産犯被害が58.3%を占める。
○ 男性被害者は、成人が91.9%（H19～94.6%）を占める。
○ 男性成人被害者は、窃盗(20人)、強盗(13人)、恐喝(12人)、詐欺( 9人)

と、財産犯被害が94.7%を占める。

18歳
未満

18～
19歳

成人 小計
18歳
未満

18～
19歳

成人 小計

児童買春 364 0 0 364 0 0 0 0 364 -195

児童ポルノ 23 0 0 23 0 0 0 0 23 -10

229 0 0 229 3 0 0 3 232 -156

66 0 0 66 0 0 0 0 66 ±0

3 5 2 10 0 0 0 0 10 +3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4

0 0 1 1 0 0 0 0 1 +1

0 0 1 1 0 0 0 0 1 +1

4 0 0 4 0 0 0 0 4 +4

3 0 0 3 0 0 0 0 3 +2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

692 5 4 701 3 0 0 3 704 -356

殺人 0 0 2 2 0 0 0 0 2 +2

強盗 3 0 4 7 0 0 13 13 20 +1

放火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0

強姦 15 1 9 25 0 0 0 0 25 -19

略取誘拐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

強制わいせつ 2 1 4 7 0 0 0 0 7 -8

暴行 0 0 1 1 0 0 0 0 1 -2

傷害 1 0 1 2 0 0 1 1 3 -4

脅迫 1 0 2 3 0 0 1 1 4 +3

恐喝 3 2 3 8 1 1 12 14 22 -6

知能犯 詐欺 0 0 24 24 0 0 9 9 33 -49

窃盗 1 1 4 6 0 0 20 20 26 -1

逮捕監禁 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -1

名誉毀損 1 0 1 2 0 0 0 0 2 ±0

強要 1 0 1 2 0 0 0 0 2 -4

28 5 56 89 1 1 57 59 148 -89

720 10 60 790 4 1 57 62 852 -445

  児童買春・児童
  ポルノ規制法違反

その他

ストーカー規制法違反

覚せい剤取締法違反

職業安定法違反

麻薬及び向精神薬取締法違反

前年
比

女性被害者数 男性被害者数
合
計

重要犯罪

粗暴犯

合　　　　　　計

特　別　法　犯　小　計

刑　法　犯　小　計

青少年保護育成条例違反

売春防止法違反

風営適正化法違反

児童福祉法違反

迷惑防止条例違反
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６ 出会い系サイト規制法違反の状況

(1) 検挙状況
禁止誘引行為（法第６条）

平成20年中の検挙件数は367件(前年比＋245件）、このうち児童によるも
のが119件(前年比＋58件）

（件）

(2) 警告状況

平成20年中の警告サイト数は38サイト(前年比－５サイト）
内訳

・ 法第10条（児童の利用の禁止の明示等） 35サイト
・ 法第11条（児童でないことの確認） 36サイト

(同一サイトへの複数警告あり。)

31 18 47 122 367 +245

うち児童による誘引 6 5 18 61 119 +58

検挙件数

Ｈ16 増減Ｈ19Ｈ17 Ｈ18 Ｈ20

47 52 53 43 38 -5

改善
(措置義務履行）

44 49 50 27 22

閉鎖 3 3 3 16 16

警告サイト数

Ｈ16 Ｈ19 増減Ｈ17 Ｈ18 Ｈ20
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７ 事件検挙事例

【児童買春・児童ポルノ法違反（児童買春・児童ポルノ）】
被疑者は、出会い系サイトを通じて知り合った女子児童をホテルに連れ込み

性交するとともに、女子児童との性交場面等をデジタルカメラで撮影して児童
ポルノを製造した。

（平成20年８月・岐阜）

【児童買春・児童ポルノ法違反（児童ポルノ）】
被疑者は、出会い系サイトを通じて知り合った女子児童にわいせつな画像を

撮影させて自己の携帯電話に送信させたり、ホテルで女子児童のわいせつな姿

態を撮影するなどして児童ポルノを製造した。
（平成20年９月・佐賀）

【青少年保護育成条例違反】

被疑者は、出会い系サイトを通じて知り合った女子児童をホテルに連れ込み
左の太ももに龍の絵柄を彫り込み、被害児童にいれずみを施した。

（平成20年11月・愛媛）

【児童福祉法違反、売春防止法違反】
被疑者らは、出会い系サイトを通じて知り合った女子児童に売春させる目的

で、出会い系サイトを利用して遊客を誘い、申し込みをしてきた遊客に売春の
相手方として被害児童を紹介し、被害児童に淫行させた。

（平成20年８月・熊本）

【出会い系サイト規制法違反】

被疑少年（女子児童）は、出会い系サイトに「北陸で会える方☆中○生の女
です。北陸で３～５万で…」などとわいせつ行為の相手をする内容の書き込み

を行い、児童との性交等の相手方となるように誘引した。
（平成20年11月・石川）

【出会い系サイト規制法違反（幇助）】

被疑者は、自己の開設する出会い系サイトに、不特定多数の利用者が児童を
性交等の相手方として誘引するなどの書き込みを行っていることを認識してい

ながらこれを容認し、閲覧可能な状態にして禁止誘引の書き込みを手助けした。
（平成20年７月・神奈川）

【強盗殺人未遂】
被疑者は、出会い系サイトを通じて知り合った女性を誘い出し、車内におい

て、女性の頭部を工具で殴り、スタンガンを押しつけたり、首を絞めたりして
キャッシュカード等を奪い取った。

（平成20年９月・鳥取）
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【昏睡強盗、準強姦】
被疑者は、出会い系サイトを通じて知り合った女子児童に無理やり睡眠薬を

飲ませてホテルに連れ込み、昏睡状態に陥った女子児童を姦淫した上、女子児
童の財布から現金1,700円を奪い取った。

（平成20年10月・北海道）

【強盗致傷、強盗強姦】
被疑者らは、出会い系サイトを通じて知り合った女子児童を誘い出し、頭部

を殴るなどして暴行を加えて怪我を負わせ、現金2,500円やカバンなどを奪い
取った上、被害児童を姦淫した。

（平成20年10月・栃木）

【強盗】
被疑者は、出会い系サイトを通じて知り合った女子児童を誘い出し、車内に

おいて、被害児童の首筋にナイフを押しつけ「殺すぞ」と脅迫し、携帯電話等
を奪い取った。

（平成20年１月・熊本）

【強姦、逮捕監禁】

被疑者は、出会い系サイトを通じて知り合った女子児童を誘い出し、車内に
おいて、ナイフを突きつけて脅し、姦淫した上、女子児童の手を縛って車内に

監禁した。
（平成20年６月・兵庫）

【強姦未遂、わいせつ目的誘拐】

被疑者は、出会い系サイトを通じて知り合った女性を誘い出し、自己の車に
乗せて人気のない場所まで連れ去り、車内において女性を脅迫し、姦淫しよう

とした。
（平成20年11月・香川）

【強制わいせつ】
被疑者は、出会い系サイトを通じて知り合った女性を誘い出し、車内におい

て両手を縛るなどの暴行を加え、胸部や陰部を触る等のわいせつな行為をした。
（平成20年12月・秋田）

【恐喝、傷害】

被疑者らは、出会い系サイトを通じて知り合った男性を誘い出し、「人の彼
女に何しとんがよ」などと因縁を付け、顔面を殴る等の暴行を加えて怪我を負

わせ、現金9,000円を脅し取った。
（平成20年11月・富山）
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８ 出会い系サイト以外のサイトに関係した事件の検挙状況等

※ 被害者が児童であり、次の罪種に該当するものに限る。
出会い系サイトに関係した事件の検挙状況の統計のとり方とは異なる。

女性 男性 合計

　児童買春 120 101 1 102

　児童ポルノ 179 95 7 102

648 530 15 545

22 20 0 20

　殺人 2 1 1 2

　強盗 0 0 0 0

　放火 0 0 0 0

　強姦 17 15 0 15

　略取誘拐 4 4 0 4

　強制わいせつ 2 2 0 2

994 768 24 792

青少年保護育成条例違反

児童福祉法違反

合　　　　　計

被害児童数

重要犯罪

  児童買春・児童
  ポルノ規制法違反

検挙件数


